
 

文 教 福 祉 委 員 会 会 議 録 

 

 

 

１ 日 時  令和７年１２月１０日（水曜日） 

        開会 午前１０時００分 

        閉会 午前１１時５８分  

 

２ 場 所  第１委員会室 

 

３ 出席又は欠席した委員の氏名 

  （出 席） 委員長  山 名 正 晃   副委員長  小 野 耕 作 

        委 員  柴 田   敏   委 員  林   恭一郎 

         〃   山 田 雅 徳    〃   萱 野 哲 也 

         〃   村 木 理 英 

  （欠 席） なし 

（その他出席者） 議 長  三 宅 啓 介 

 

４ 職務のため出席した議会事務局職員の職氏名 

議会事務局長  小 原   純    同次長     日 笠 哲 宏 

同主幹     関 藤 克 城    同主任     東   宗 利 

     

５ 説明のため出席した者の職氏名 

副市長     中 島 邦 夫    政策監     難 波 敏 文 

総合政策部長  入 野 史 也    政策調整課長  林   啓 二 

総務部長    内 田 和 弘    財政課長    岡   真 里 

文化スポーツ部長   柚 木   均    スポーツ振興課長 渡 辺 真 之 

生涯学習課長  小 原 靖 子    保健福祉部長  横 田 優 子     

保健福祉部参与 白 神   洋    健康増進課長  荒 木 久 典     

健康増進課主幹 冷 水 圭 介    福祉課長    小 野 玲 子     

こども課長   木 田 美 和    長寿介護課長  岡 本 紀 子 

教育長     久 山 延 司    教育部長    江 口 真 弓 

教育総務課長  藤 原 直 樹    学校教育課長  村 山   俊    

学校教育課主幹 伊 藤 隆 広    こども夢づくり課長  大 西 隆 之 

 

６ 付議事件及びその結果 

   別紙のとおり 

 

７ 議事経過の概要 

   別紙のとおり 

 

８ その他必要な事項 

   別紙のとおり 



文教福祉委員会審査報告書 
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総社市議会議長 三宅 啓介 様 

 

文教福祉委員会 

委員長 山名 正晃 

 

 本委員会に付託された案件について審査の結果，次のとおり決定したので，会議規則第 

１１０条の規定により報告する。 

 

記 

付議事件及びその結果 

議案番号 名 称 結 果 

議案第８３号 総社市公民館条例の一部改正について 
原案を可決すべ

きである 

議案第８４号 
総社市シルバーワークプラザ指定管理者の指定につ

いて 

原案を可決すべ

きである 

議案第８５号 
総社市放課後児童クラブ施設条例の一部改正につい

て 

原案を可決すべ

きである 

議案第８６号 総社市放課後児童クラブ指定管理者の指定について 
原案を可決すべ

きである 

議案第８７号 
総社市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例等の一部改正について 

原案を可決すべ

きである 

議案第８８号 
総社市児童発達支援センター指定管理者の指定につ

いて 

原案を可決すべ

きである 

議案第９２号 
令和７年度総社市一般会計補正予算（第７号）のう

ち，本委員会の所管に属する部分 

原案を可決すべ

きである 
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開会 午前10時０分 

○山名正晃委員長 ただいまから文教福祉委員会を開会いたします。 

 本日の出席は７名全員であります。 

 これより、さきの本会議において付託されました案件の審査を行います。 

 まず、議案第83号 総社市公民館条例の一部改正についての審査に入ります。 

 では、当局の説明を求めます。 

 生涯学習課長。 

○小原靖子生涯学習課長 議案第83号 総社市公民館条例の一部改正につきまして御説明いたしま

す。 

 この条例の改正につきましては、地域の実情に即し、昭和公民館の分館区域を一部変更しようと

するものでございます。 

 次のページの改正の前後表を御覧ください。 

 第２条は、公民館及び分館の名称、位置及び区域を定めるもので、総社市昭和公民館日美分館の

区域について、昭和五つ星学園義務教育学区のうち「美袋、日羽、宇山」を昭和五つ星学園義務教

育学区校のうち「美袋、日羽」に、水内分館の区域について、昭和五つ星学園義務教育学区のうち

「原、影、中尾」を昭和五つ星学園義務教育学区のうち「原、影、中尾、種井の一部」に、富山分

館の区域について、昭和五つ星学園義務教育学区のうち「種井、延原、槁」を昭和五つ星学園義務

教育学区のうち「種井（総社市昭和公民館水内分館の区域を除く）、延原、宇山、槁」と定めるも

のでございます。 

 また、附則といたしまして、この条例改正は、令和８年４月１日から施行することとしておりま

す。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 萱野委員。 

○萱野哲也委員 これ、先日所管事務調査で説明してくれたことですよね。そのときと変わりない

でしょうか。 

○山名正晃委員長 生涯学習課長。 

○小原靖子生涯学習課長 はい、変わりはございません。 

○山名正晃委員長 萱野委員。 

○萱野哲也委員 そういうことでしたら、私からは質疑はありません。以前もう皆さん聞いてます

んで。結構です。 

○山名正晃委員長 他に質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○山名正晃委員長 では、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、本件を採決いたします。 

 本件は可決すべきであると決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は可決すべきであると決定されました。 

 次に、議案第84号 総社市シルバーワークプラザ指定管理者の指定についての審査に入ります。 

 では、当局の説明を求めます。 

 長寿介護課長。 

○岡本紀子長寿介護課長 それでは、議案第84号 総社市シルバーワークプラザ指定管理者の指定

につきまして御説明を申し上げます。 

 総社市シルバーワークプラザは、総社市門田717番地１に所在する高年齢者の就業や福祉の増進

に寄与することを目的とした施設でございます。平成18年度から公益社団法人総社市シルバー人材

センターに指定管理者として管理をお願いしておりますが、その指定管理が令和８年３月31日で満

了を迎えます。本施設の設置目的が当該法人の活動趣旨そのものであること、また現在までの指定

期間において同法人により良好で安定した施設の管理運営が行われておりますことから、引き続き

公益社団法人総社市シルバー人材センターを指定管理者として再指定するに当たり、地方自治法第

244条の２第６項の規定により市議会の議決を得ようとするものでございます。 

 なお、指定期間は令和８年４月１日から令和13年３月31日までの５年間でございます。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 山田委員。 

○山田雅徳委員 シルバーワークプラザ、いわゆる総社市シルバー人材センターの建物の指定管理

ということであります。選定の経緯というところも書いてありますし、総社市シルバー人材センタ

ーのホームページにも書いてありますけども、技能研修及び会議等の場であるということもこのシ

ルバーワークプラザの役割だということでありますので、総社市シルバー人材センターに今登録さ

れている方、会員の登録の状況であるとか、ここは技能研修もされるという場でありますので、実

施状況であるとか、そこの研修によってどのように会員が活動ができているのかという現状につい

てお知らせいただきたいと思います。 



- 3 - 

○山名正晃委員長 長寿介護課長。 

○岡本紀子長寿介護課長 山田委員からの御質問でございます。 

 会員の状況でございますが、令和６年度末で617名の会員となっております。ここ数年600名前後

で推移しているという状況でございます。 

 また、研修の状況でございますが、安全講習会など、剪定や草刈り業務に従事、携わっていただ

くことも多いかと思いますので、そういった講習会等を開催をしております。 

 数字等すぐに今持ち合わせておりませんので、また後ほどの御回答でもよろしいでしょうか。 

○山名正晃委員長 山田委員。 

○山田雅徳委員 詳しい研修内容というのは総社市シルバー人材センターの広報紙にもありますの

で、詳しい数字を持ち合わせてないのであれば、特に御答弁は結構でございます。 

 この総社市シルバー人材センター、このシルバーワークプラザの指定管理ということで、総社市

シルバー人材センターのホームページ等々少し見させていただきました。総社市シルバー人材セン

ターの広報紙、令和７年８月号であるとか、バックナンバー７月号とかでは、どういった研修があ

って、事業報告というのもなされておりました。収支計算であるとか、そういったことも出してお

られました。総社市シルバー人材センターのホームページの中に情報公開というタブがあって、そ

こにこれまでの事業計画とか、全てそういったものも公開していただいてるんですけど、私これを

見たところ令和４年度でその公開が止まっているんです。令和４年度で情報公開というのが止まっ

ているというのを当局サイドとしては分かっていて、適切であると判断したため当該団体を指定管

理者として選定したものであるというふうに書いていらっしゃるので、そういった部分というのは

十分把握をされて、活動等々も把握をされた上で今回出していただいてるのかということをお伺い

いたします。 

○山名正晃委員長 長寿介護課長。 

○岡本紀子長寿介護課長 山田委員の御質問でございますが、そういった事実は把握はいたしてお

ります。その点につきましては、シルバー人材センターのほうに直ちに公開するようにお伝えして

まいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 他に質疑はありませんか。 

 柴田委員。 

○柴田 敏委員 先ほど報告で適切であると判断したということでお話しいただいたんですけれど

も、ここ数年の総社市シルバー人材センターの人員です、令和６年度は今お話しいただいたんです

が、ここ数年でその人員が例えば増えているのか減っているのか、あと仕事内容というか数がここ

数年で増えているのか減っているのか、分かれば教えてください。 

○山名正晃委員長 長寿介護課長。 

○岡本紀子長寿介護課長 柴田委員の質問でございますが、会員数につきましてはおおむね600人
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前後で推移しているというところでございます。今申し上げました令和６年度末が617人、令和５

年度末が620人、令和４年度末が597人、令和３年度末で612人という形で、おおむね600人前後とい

うことで、シルバー人材センターとしても会員の獲得に御尽力されてるというところでございま

す。 

 実績でございますが、金額ベースで申し上げますと、令和６年度の実績ですが、契約金額が約３

億5,600万円という金額になっております。令和６年度の決算としましては前年比が98.6％という

ことでございますが、過去を見ましてもおおむねそれ同等の数字で推移しているというところでご

ざいます。 

 派遣事業というところを年々強化しているというふうにお伺いしておりまして、そちらの数字は

年々上がってきているというふうに状況をお伺いしております。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 他に質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 これをもって、質疑を終結いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 では、これをもって討論を終結いたします。 

 これより、本件を採決いたします。 

 本件は可決すべきであると決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は可決すべきであると決定されました。 

 次に、議案第85号 総社市放課後児童クラブ施設条例の一部改正についての審査に入ります。 

 では、当局の説明を求めます。 

 学校教育課長。 

○村山 俊学校教育課長 それでは、議案第85号 総社市放課後児童クラブ施設条例の一部を改正

する条例について御説明いたします。 

 １枚、次のページの改正前後表を御覧ください。 

 施設条例におきましては、第２条におきまして各クラブの施設の名称、位置及び定員を定めてい

るところでございます。 

 今回の改正につきましては、総社中央小学校区放課後児童クラブ施設の増築施設の完成により定

員を変更することに伴い、関係条文の整備を行うものでございます。 

 増築は一部屋50人定員の２階建てで、100人の受入れ増加が可能となるため、定員を改正前の
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80人から100人増加の180人とするものでございます。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 村木委員。 

○村木理英委員 これ定員が80人から180人という倍以上になるわけですが、現状今はどういう状

態になってるんですか。 

○山名正晃委員長 学校教育課長。 

○村山 俊学校教育課長 村木委員の御質問にお答えいたします。 

 令和７年度でございますが、令和７年度は従来の施設の80名定員に２支援単位に合わせて一部屋

総社中央小学校の教室を借りて３支援単位で運営をしております。そこの今の在籍児童数としまし

ては、令和７年10月１日現在におきまして80名のところ通年利用者117名が教室の一部屋を借りて

運営をしているところでございます。 

 また、受入れとしましては、通年利用はこれは４年生までの受入れで117名、また長期休業日の

みの利用者も高学年のほうは受入れをしておりまして、それを含めますと148名の登録のほうがあ

る現状です。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 村木委員。 

○村木理英委員 148名ということですから、現状のままでいけば180名で十分対応できるという考

えでよろしいですか。 

○山名正晃委員長 学校教育課長。 

○村山 俊学校教育課長 村木委員の再度の御質問にお答えをいたします。 

 現状で180名で６年生までの受入れは可能となる見込みでありますが、ニーズはどれぐらいある

かは計り知れないところです。クラブとしましては、３年生までは確実に取っていって、定員に空

きがある限り６年生まで受入れを行うというふうな案内を出している状態です。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 村木委員。 

○村木理英委員 ６年生までというと非常に不安定な状態であるというふうに聞き取れるんですけ

ども、そういった状態だということでよろしいですか。 

○山名正晃委員長 学校教育課長。 

○村山 俊学校教育課長 村木委員の再度の御質問です。 

 現在利用しているぐらいの長期休業日のみの利用者も通年利用になると仮定した場合は、十分対

応は見込めると思っております。ただ、これ実際にこれまで６年生までを通年利用を受入れをして

おりませんので、それによっては潜在的なニーズが出る可能性はあるかもしれないというふうに把
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握はしております。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 村木委員。 

○村木理英委員 増築したわけですから、またこれでしばらくの間は対応せざるを得ないという環

境が続くと思うんですけども、やはり現状のニーズをきちんと把握してやらないとなかなか投資的

に効果が出てこないというふうになりますんで、十分に今後の動向を見ていただきたいと。これで

やはりずっと何となく足りてそうな気はしないんですけども、そのあたりも十分に検討していただ

きたいと思います。 

 支援員なんですけども、支援員は現行の支援員の数から大分増えてくると思うんですけど、対応

はいかがですか。 

○山名正晃委員長 学校教育課長。 

○村山 俊学校教育課長 村木委員の御質問にお答えをいたします。 

 来年度総社中央小学校区の放課後児童クラブは４支援単位になる見込みでございます。その見込

みといたしまして、来年度の支援員の人数等も計画として提出をしていただいております。それに

よりますと、十分運営は今のところ可能というふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 村木委員。 

○村木理英委員 施設自体が増築ということで新しい環境になるわけですから、いろんな問題をこ

の際含めて解決していただきたいと思います。十分に指導していただきたいと思います。その辺何

かありますか。 

○山名正晃委員長 学校教育課長。 

○村山 俊学校教育課長 ありがとうございます。各クラブの現状をしっかりと把握をいたしまし

て、こちらとしても協力して十分な運営ができるように指導、助言をしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 他に質疑はありませんか。 

 柴田委員。 

○柴田 敏委員 大きくなるということで、ハード面については建物が大きくなったということで

御報告があったんですけれども、ソフト面として例えば衛生管理的なところとか、あと災害時のい

ろんな対応とか、その辺もきちっとされているのかどうか、その辺を教えてください。 

 職員数については具体的な数字では分からないということになりますか、すみません、それをお

願いします。 

○山名正晃委員長 学校教育課長。 

○村山 俊学校教育課長 柴田委員の御質問にお答えいたします。 

 令和８年度の今のところの見込みで中央小学校児童クラブから計画でいただいているものです
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と、支援員が12名、補助員が11名の33名の体制というふうに聞いております。 

 また、衛生や設置の基準におきましては、市で放課後児童クラブの運営基準というものを作成し

ておりまして、そちらにのっとって各クラブの運営の規約等を作成していただいております。これ

は、毎年度事業実施の計画の報告、計画書を提出していただいているときに提出をしていただいて

おりますので、そちらで確認のほうを毎年行っております。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 柴田委員。 

○柴田 敏委員 報告を受けて、適当であるというか、いいということで承認をしているという

か、そういう認識でよろしいでしょうか。 

○山名正晃委員長 学校教育課長。 

○村山 俊学校教育課長 柴田委員の再度の御質問にお答えをいたします。 

 基準等を必ず守らなければいけないところは、その都度必要な部分がありましたら是正、指導を

しているという状況です。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 他に質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 これをもって、質疑を終結いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、本件を採決いたします。 

 本件は可決すべきであると決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は可決すべきであると決定されました。 

 次に、議案第86号 総社市放課後児童クラブ指定管理者の指定についての審査に入ります。 

 では、当局の説明を求めます。 

 学校教育課長。 

○村山 俊学校教育課長 それでは、議案第86号 総社市放課後児童クラブ指定管理者の指定につ

いて御説明いたします。 

 総社市放課後児童クラブ指定管理者につきましては、今期の指定管理期間が令和８年３月31日を

もって満了いたします。このたび指定しようとする指定管理者は、現在指定を受け管理運営を行っ

ている各小学校区の運営委員会でございます。 
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 名称及び所在地は、議案の一覧表に記載のとおりです。 

 また、指定の期間は令和８年４月１日から令和11年３月31日までの３年間とすることとし、地方

自治法第244条の２第６項の規定により市議会の議決を得て指定しようとするものでございます。 

 経緯について少し御説明をいたします。 

 ４ページからの参考資料を御覧ください。 

 選定の理由といたしましては、選定に係る委員会を設立し、放課後児童クラブ運営方法検討と事

業者選定について諮問いたしました。総社市放課後児童クラブの運営につきましては、放課後児童

クラブ施設条例第４条で、地域住民で組織された法人、その他の団体と規定をされております。こ

のことについて、選定委員会から管理運営方法といたしまして保護者や地域との連携、各クラブの

実情に応じたきめ細かな保育が期待できることから、公募によらず現指定管理者を指定管理候補者

に決定することが適当である。しかしながら、長期的な管理運営の見通しが不透明である運営委員

会もあることから、次期指定管理期間は３年間とすることが望ましいとの答申を受けました。 

 この答申を受け、教育委員会としまして現指定管理者が地域住民の積極的な協力を得て組織され

たという成り立ちや協働の経緯などを考慮し、現在の状況及び今後の運営方針等を確認の上、審議

した結果、総社市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第２条ただし書の規定を適用

し、公募によらず指名方式により現指定管理者を指定管理候補者とすることが適当であり、次期指

定管理期間は３年間とすることといたしました。 

 選定に当たっては、同条例第３条第２項の規定に基づき、指定管理者から提出された申請書等の

内容を選定委員会において審議した結果、再指定することが適切であるとの答申があり、教育委員

会としましては同条例第４条第１項に規定する要件を満たしていると判断し、指定管理者の候補者

に選定をいたしました。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 萱野委員。 

○萱野哲也委員 今回から３年ということなんですけれども、それは結構かと思うんですけど、こ

の３年になることによって少し事情も御説明していただきましたけれども、例えば５年で事業を進

めていくのと３年で進めていくのだと、５年後には事業ができなくなるかもしれないという可能性

があって、安定的な継続的な投資であったり、学童はおもちゃがあったり、何か備品の購入があっ

たりとか、そういうところもちゅうちょされたりするようなことがないのかなと思ってて、３年に

することによって、理由は分かったんですよ、だけどそれが５年じゃなくて３年になることで運営

の仕方、方法で何か支障が来ないのかなって。例えば中央保育所なんか５年であれが５年５年５年

ごとで指定管理がどうなんだということで、あれは指定管理がなくなりましたけれども、これも子

どもに関することで、これが５年が３年に短くなることによって子どもたちへの放課後の預かりと
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いう意味で何か支障がないのかなというふうなところはないんでしょうか。 

○山名正晃委員長 学校教育課長。 

○村山 俊学校教育課長 萱野委員の御質問にお答えいたします。 

 今回３年としましたのは、今後継続的に安定した運営を行っていくということを一つの目的とし

ております。というのも、先行きが不透明な状態で５年間をすることによって、本当に最後の４年

目５年目ぐらいが、今でも課題となっている指導員、支援員の不足ですとか、その辺がさらに顕著

に現れてきた場合にどう対応するのかというようなところもありまして、各運営委員会と協議しま

して３年間の今回指定が望ましいと。また、その３年間の間に今後の放課後児童クラブを各小学校

区で安定した運営としていくためにどのような運営の形が望ましいのか、本当に今のままの形で継

続して行っていけるのか等の協議を進めていきたいというふうに考えております。 

 また、予算等の運営のほうにつきましては、やはりこちらでも会計のほうを管理いたしまして適

切に執行していただけるように、利用者の子どもたちが不利益を被らないようにしていきたいとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 萱野委員。 

○萱野哲也委員 この問題は、前委員長の頃から、新人の方は分からない、会議録見てもらったら

分かるんですけれども、ずっとこれは問題として継続的に所管事務調査でやってきて、この場にも

市長まで呼んで市長の発言を求めて、結果こういうふうな議案が今回出てきたということで、各団

体とも話し合った上でのことだとは思うんです。だけれども、事前にはちょっと話はしてますけ

ど、各団体、いやうまくやってるところもあるよと、地域連携してやったというところもあれば、

やはりちょっと問題があるよと、退職金の問題なんかも過去大きく取り上げられたり、ちょっとブ

ラックボックスになってんじゃないのかという団体も聞いてます。そういったところは認識はある

でしょうか。そちらのほうへ、いやいやちょっとこのお金の使い方がとか、基準に応じてないのに

補助金もらってるよとか、そういった話も聞くだけで、僕らはまだ調査には入ってませんし、行っ

てませんけれども、そういった声もちらほらいただいてはいるんです。今ここにある団体のどこと

かは言いませんけれども、そういったような報告というか情報というのはそちらは把握されている

でしょうか。 

○山名正晃委員長 学校教育課長。 

○村山 俊学校教育課長 萱野委員の再度の御質問です。 

 いろいろなトラブル等がありましたら各クラブのほうから相談があったりとか、また運営委員会

のほうからの報告等も受けて、その都度対応や助言のほうはしているという実態です。また、会計

報告のほうといたしましては、各運営委員会において監査委員による監査を行い、その結果の報告

を毎年受けてはおります。また、市としても監査委員のほうが不定期に抽出したクラブで監査のほ

うを実施しております。 
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 しかしながら、御指摘のように今後の資金運営で、今回の指定管理におきまして繰越金や積立金

が各クラブによってやはり大きな差があるということも把握をしております。予算書も毎年出して

もらってるんですが、予算に対して明らかに支出が少ない場合や繰越しが多いというような状況

は、御指摘のとおりクラブの質の低下等にもつながると思っておりますので、今後は予算を最大限

できるように指導していきたいと思っております。 

 また、次期３年間の指定管理期間におきまして、やはり資金運用の項目ですとか繰越金が適正で

あるかというようなあたりにつきましても、今後指導監督していく必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 萱野委員。 

○萱野哲也委員 分かりました。そうですね、各団体でもものすごくたまってんだよと、プールさ

れてるんだよというような団体もあって、いやそれが果たしていいのか悪いのかという問題もあり

ます。この事業にこれだけ使ってくれよということでこちらもお渡ししてるわけですから、それに

基づいてやっていただかないといけないのに、それがプールされて退職金にばんと回るとか、そう

いうことはあってはならないと思いますし。 

 これ３年の中でぜひ、今議会でも私言いましたけど、財政援助団体監査をやっていただきたいと

思ってます、この３年の中で各団体を。そして、この３年の中できちっと監査委員に監査していた

だくことによって適正に運用ができてるかどうか、それがやはり次の３年後もやられるというんで

あれば、それが継続してできる、今言う継続的に事業を行っていけることになるんで、ぜひ財政援

助団体監査をやっていただきたいと思います。 

 これで３年なんですけど、これが監査委員も今いろんなことで忙しいんだろうと思うんですけ

ど、財政援助団体監査を見ると、令和７年度はマザー・ブース浅尾児童クラブ、中央小学校です、

令和６年度もやってくれてる、新本小学校。令和５年度まではやってなかったんです。令和６年度

から令和７年度まで財政援助団体監査をやっているんです。でも、１校ずつなんです、年に。これ

３年で今回14校受けるんですから、今令和６年度、令和７年度受けたところは近々に受けてるんで

いいですけれども、それ除いたあと12団体あるんです。12団体あったら監査をやるといったら、や

っぱし年に３年だから４団体ずつはやっていかないと、この運営が間に合わないと思うんですけれ

ども、これは監査も忙しけりゃできんよと言われたらそうかもしれないですけど、それはやっぱし

こっちの教育委員会部局じゃないところともよく話をして、財政援助団体監査に入ってもらって、

適正な運営ができてるかどうかというのをチェックしていただきたいと思うんですけど、これは教

育委員会から外れる部分もあるとは思いますけれども、そのあたりもそちらでよく調整して答弁い

ただきたいと思いますけれども。 

○山名正晃委員長 副市長。 

○中島邦夫副市長 質問にお答えいたします。 

 これは教育委員会部門だけではなしに、当局側でも該当することがありますので、また教育委員
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会、そして監査委員とも協議をして決定したいと思います。 

 以上です。 

○山名正晃委員長 萱野委員。 

○萱野哲也委員 くどいようなんですけれども、14団体中の12団体、近々でやっとるところは外す

と12団体なんで、これ絶対３年間でやらないと次の運営期間に運営できるかどうか、指定管理が適

切かどうかというバロメーターの一つにもなりますんで、これはぜひやっていただきたい。これは

僕からの忠告、お願いです。３年後指定管理ができるかどうかということになりますよ。 

 以上です。もう答弁は結構です。 

○山名正晃委員長 他に質疑はありませんか。 

 山田委員。 

○山田雅徳委員 すみません、私はこの委員会が初めてなもので、これまで文教福祉委員会の皆さ

んがこの放課後児童クラブのことを長い間議論されているというのは承知してますし、会議録見て

も分かるんですけども、先ほどの答弁の中で長期的であるとか安定的でというようなことを答弁の

中で出ていたと思います。すみません、その経緯が分からないまま言ってしまって申し訳ないんで

すけども、選定の理由のところとかに各クラブの人員構成の現状等を勘案し、指定期間は３年間と

することが望ましいと判断したというふうにあります。長期的、安定的というふうに捉えると、５

年が長期的、安定的なんじゃないかなというふうに受け止めるんですよね。それを長期的、安定的

のために３年間にしたという主な理由というのを簡潔に教えていただければと思います。 

○山名正晃委員長 学校教育課長。 

○村山 俊学校教育課長 山田委員の御質問にお答えをいたします。 

 今回の指定管理の更新に当たりまして、各クラブ、まず原則といいますか方針といたしまして、

地域で構成された各クラブが今後も続けていきたいということでありましたら、その権利を奪っ

て、例えば民間の業者に委託するというようなことは極力避けたいというふうに考えております。

それを基に各クラブのほうに今後の意向を令和８年度の以降の運営につきまして確認したところ、

どのクラブも継続して運営はしていくというお答えをいただきました。ただし、支援員が不足や高

齢化をしているという現状から、続けることはできるが、５年先まで果たしてできるかというその

先行きまでは安定していけるかどうかの見込みはちょっとまだ分からないというふうな御意見をい

ただきまして、５年間の間に運営が立ち行かなくなるというリスクもあることから、３年間の間に

今後の次の指定管理に向けて準備を整えたり、もう運営が難しいというようでしたらほかの手だて

を一緒に協議していくというような流れで今回３年間といたしております。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 山田委員。 

○山田雅徳委員 ということは、その運営団体が長期的、安定的というよりかは、この放課後児童

クラブという事業自体を長期的、安定的にするために、例えばもうギブアップされるところがある
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かもしれないところとかは、５年でずるずると行くよりも３年ですぱっと短く撤退される方がもし

いらっしゃれば、撤退すると。その次の手を短めのサイクルでやっていくことによって、結果的に

この事業自体が長期的に行くんだよということの考え方でよろしいでしょうか。 

○山名正晃委員長 学校教育課長。 

○村山 俊学校教育課長 山田委員の御質問です。 

 次期がまた同じように３年間になるかどうかはちょっとまだ未確定ではございますが、御指摘の

とおり放課後児童クラブという事業自体を安定して運営、継続していくという目的でございます。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 他に質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 なければ、私からよろしいでしょうか。 

 すみません、先ほどありました３年間の中でギブアップというかできなくなるかもしれないとい

うお話もありましたけども、我々前回文教福祉委員会でも提言というかそれをまとめさせていただ

いて、市長も呼んで、６年生までの受入れですとか、例えば委託で民間であるとかいろんなことを

考えていくべきではないかというふうなお話はさせていただいておりました。施設の計画も立てて

いくべきという話もさせていただきました。あれは３年の中でじゃあその運営委員会の方々がどの

時点でいやもううちは無理なんですというようなことを出していくというのって、そのタイミング

ってすごく難しいと思うんです。だから、ここの運営委員会というのはもう長期的に考えて民間の

参入を許すだとか、そういったことも考えた上でのこの３年間を考えられたのか。そうであれば、

ほかの運営委員会のところでも、じゃあ例えば２年目過ぎたあたりでどうですかというような意向

を確認していくのかというのを、そういうところまでお話をされてるのかなというのが気になりま

したので、お聞かせいただけますか。 

 学校教育課長。 

○村山 俊学校教育課長 山名委員長の御質問にお答えいたします。 

 次期の指定管理に当たりましては、やはり早めから準備というか話合いを各クラブとしていく必

要があると思っております。今回３年としましたのも、事業が安定していくという上で３年としま

したので、じゃあ３年後から果たして同じような形で今の運営委員会が運営できるのかというあた

りは３年後では遅いと十分思っておりますので、早々に早い段階から全てのクラブと話を進めてい

く必要があるというふうに認識しております。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 もう一度。その中で、では方針を定めなければ、例えば２年目を過ぎたあたり

で、いやもう無理なんですと言われたときに、そのタイミングでじゃあ民間の参入を許しましょう

かとかというそういうのを考え出すというのはもう遅いというふうにも思うんです。なので、この

３年という間で本当を言うとやはり教育委員会、部局、もちろん当局側ですけども、もう新たな手
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だてというのを既に考えた上で、僕はこの３年というのがあったときに、５年から３年になったと

きに、これは新しいところを考えていくんだろうなというふうには思ってました。ただ、やはり当

局側の教育部局側もそうですけども、方針というものが定まらなければいけないと思ってるんです

けども、そういったところはもう大体のところで考えが定まっているのか、それとももうやはり１

年過ぎたあたりで、これで運営委員会のほうに確認をして、ああちょっと難しいんですってなった

ときに、そこで考えを出していくのか、そのあたりというのをどうお考えですか。 

 学校教育課長。 

○村山 俊学校教育課長 山名委員長の再度の御質問にお答えいたします。 

 現在のところは各運営クラブがこのまま継続していきたいというような意向がありましたらそれ

を続けるという前提で、できるだけサポートしていくという前提ですので、３年後からは民間の参

入ありきでという設計で持っているというわけでは今のところありません。ただし、もちろんそう

いうようなクラブが出てきた場合には、こちらとしても対応できる準備も必要だというふうには十

分認識して準備を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 ありがとうございます。 

 では、他に質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 では、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、本件を採決いたします。 

 本件は可決すべきであると決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は可決すべきであると決定されました。 

 次に、議案第87号 総社市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

改正についての審査に入ります。 

 では、当局の説明を求めます。 

 こども夢づくり課長。 

○大西隆之こども夢づくり課長 失礼いたします。議案第87号 総社市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例等の一部改正につきまして御説明いたします。 

 この条例改正につきましては、内閣府令により家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等
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が改正されたことに伴いまして、関係条文の整備を行おうとするものでございます。 

 次のページの改正前後表を御覧ください。 

 本改正は、第１条から第４条までの４本の条例の一部改正を行おうとするものでございます。 

 まず、第１条は、総社市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

でございます。 

 主な改正内容ですが、第13条の虐待等の禁止では、施設職員による児童への虐待に関して児童福

祉法第33条の10に項が新たに追加されたため、引用条文を改めようとするものでございます。 

 第18条の利用乳幼児及び職員の健康診断につきましては、第２項におきまして母子保健法第

12条、第13条に規定する健康診査等の内容が、家庭的保育事業等が行う利用開始時の健康診断等の

全部または一部に相当すると認められ、かつ家庭的保育事業者等がその結果を把握しようとする場

合は、当該家庭的保育事業者等が行う健康診断の全部または一部を行わないことができることとす

るものでございます。 

 次に、第24条、第30条、第32条、第45条及び第48条の職員につきましては、国家戦略特別区域に

限り認められていた地域限定保育士制度が一般制度化され、認定を受けた都道府県等におきまして

保育士と同様に業務を行うことができ、さらに登録後３年経過かつ一定の勤務経験があれば、全国

の都道府県で働くことができる通常の保育士登録を受けられるよう改められたことから、保育士定

義に地域限定保育士を含めようとするものでございます。 

 次に、第２条ですけれども、総社市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正でございます。 

 第12条の職員では、先ほど御説明いたしました改正内容と同様に、地域限定保育士を保育士定義

に含めようとするもの、また第14条の虐待等の禁止では、施設職員による児童への虐待に関して児

童福祉法の引用条文を改正するものでございます。 

 次に、第３条は、総社市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正でございます。 

 第26条の虐待等の禁止では、施設職員による児童への虐待に関して児童福祉法の引用条文の改正

及び認定こども園法等の引用条文を追加するものでございます。 

 最後に、第４条は、総社市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正でございます。 

 第14条の虐待等の防止では、施設職員による児童への虐待に関して児童福祉法の引用条文を改正

するもの、第23条の職員では、地域限定保育士を保育士定義に含めようとするもの等でございま

す。 

 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。 

 議案第87号につきましては以上でございます。 

○山名正晃委員長 これより、質疑に入ります。 
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 質疑はありませんか。 

 柴田委員。 

○柴田 敏委員 昨今、子どもの虐待のニュースをよく聞くんですけれども、総社市においてはそ

ういう虐待の事例とかはありますでしょうか、過去に。 

○山名正晃委員長 私より申し上げます。 

 こちらの条例のことに関してなので、それは全体的な話になってしまうので、趣旨とは違うかな

と思っております。 

 他に質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 では、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、本件を採決いたします。 

 本件は可決すべきであると決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は可決すべきであると決定されました。 

 次に、議案第88号 総社市児童発達支援センター指定管理者の指定についての審査に入ります。 

 では、当局の説明を求めます。 

（「休憩」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 議案第88号の。 

（「その前に発言を訂正させてください」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 萱野委員の発言の訂正を求めます。 

○萱野哲也委員 訂正します。休憩を取っていただけませんでしょうか。 

○山名正晃委員長 では、しばらく休憩いたします。 

休憩 午前10時48分 

再開 午前10時53分 

○山名正晃委員長 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 では次に、議案第88号 総社市児童発達支援センター指定管理者の指定についての審査に入りま

す。 

 では、当局の説明を求めます。 

 こども夢づくり課長。 
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○大西隆之こども夢づくり課長 失礼します。議案第88号 総社市児童発達支援センター指定管理

者の指定につきまして御説明いたします。 

 総社市児童発達支援センターは、現在の指定管理期間が令和８年３月31日をもって満了いたしま

す。このたび指定しようとする指定管理者は、現在指定を受け管理運営を行っております社会福祉

法人総社市社会福祉事業団で、所在地は総社市小寺365番地でございます。 

 児童発達支援センター総社市立総社はばたき園につきましては、職員と利用者との長期継続的な

相互の信頼関係を最も重要視し、一人一人の子どもに応じたきめ細かい療育の実施、また専門の知

識と経験を有している職員の確保を含めた健全な管理体制の整備などを考慮し、総社市公の施設の

指定管理者の指定の手続等に関する条例第２条ただし書の規定を適用し、公募によらず指名方式に

より再指定しようとするものでございます。 

 選定に当たりましては、令和７年８月の文教福祉委員会所管事務調査におきまして児童発達支援

センターの指定管理候補者の選定について御報告させていただいておりますが、選定委員会におき

まして申請の内容を審査した結果、同条例第４条第１項に規定する要件を満たしていると判断し、

当該事業者を指定管理候補者として選定したことから、指定管理期間を令和８年４月１日から令和

13年３月31日までとし、地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を経て指定しよう

とするものでございます。 

 議案第88号は以上でございます。 

○山名正晃委員長 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 山田委員。 

○山田雅徳委員 現状について教えていただきたいと思います。この総社はばたき園、選定理由の

中にも職員と利用者との長期継続的な信頼関係が最も重視されるというふうに書いています。受入

れ人数がどういった状況なのかというのと、スタッフ側の人員体制がどうなっているのかという現

状を教えてください。 

○山名正晃委員長 こども夢づくり課長。 

○大西隆之こども夢づくり課長 山田委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 今現状は、総社はばたき園につきましては定員30名になっておりますけれども、利用のほうは今

年度、令和７年度は36名の利用となっておるところでございます。 

 職員配置につきましては、正規、非正規合わせまして今30名の体制でこちらの業務のほうを行っ

ておるところでございます。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 山田委員。 

○山田雅徳委員 現状についてお答えをいただきました。これはまた総社はばたき園もホームペー

ジの中でどういったことをされてるのかというのは見てとれました。その中で、総社はばたき園の
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令和６年度の自己評価表というのがあって、それぞれ職員が聞き取りをされているその自己評価表

であったりとか保護者の意見の自己評価表で、それは総括表という形でありました。その中で、保

護者の意見というのはもうとてもいい回答が多かった、本当にありがたい、助かっているんだとい

うような回答だったと思います。職員側の中でちょっと気になるのが、やはり環境体制の部分で人

員体制が少ないであるという、そういったことを書いてありました。あと総社はばたき園自身の総

括表の中でも、職員の人員体制のことであるとか園児の人数の割に教室が狭いであるとか、先ほど

定員30人に対して36人ということで多く受入れをされているようでありますが、その人員体制であ

るとか施設の広さの部分、そういったところが事業所の弱みということで、この事業団は自己評価

をされております。ここについての改善の動きがどういうふうに動かれているのかというのを当局

市役所サイドとしてはどのように把握をされていて、どういうふうに進めていっていただいてるの

かということをどう把握されているのか、これをお聞かせください。 

○山名正晃委員長 こども夢づくり課長。 

○大西隆之こども夢づくり課長 山田委員の再度の御質問にお答えしたいと思います。 

 人員体制は職員30名という形になっておりますけれども、確かに業務のほうがこちらの総社はば

たき園業務はありますし、施設の中では児童発達支援とか相談業務、こういったものをさせていた

だいてるところでございます。ある程度職員の兼務という部分も正直あるところがございますの

で、そのあたり今後財政的なことももちろんございますし、そういった専門職の確保、そういった

ものも必要となる可能性も出てきますので、そのあたり事業団のほうともいろいろ体制のほうは連

携を取りながら今後について協議をしていきたいと考えておるところでございます。 

 また、施設の面積的なところですけれども、医療的ケアの部分で以前拡張したという部分もある

んですけれども、施設のほうでそちらの場所が、部屋が狭いんだというようなことはうちのほうと

しましては聞いたことがございませんので、そのあたり事業団、総社はばたき園のほうとそういっ

た施設的なことも含めまして今後話をしていければと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 山田委員。 

○山田雅徳委員 狭いことに関しては聞いていないという、そういった答弁であったと思います

が、事業所における自己評価総括表には、園児の人数の割に教室が狭いということを書いていらっ

しゃいますので、そういった部分も含め今回は指定期間を５年間というそういった議案でありま

す。長期的な継続的な活動をしていただくためにも、そういった部分をしっかり連携を取っていた

だいて、改善できるものはサポートしていただきたいと、そのように思っております。そのあたり

についてのお考えをお聞かせください。 

○山名正晃委員長 こども夢づくり課長。 

○大西隆之こども夢づくり課長 どうもありがとうございます。山田委員の再度の御質問でござい

ますけれども、令和８年度からまた新たに５年間の指定管理が始まりますので、そのあたり連携を
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取りながら行っていきたいと考えております。 

 また、令和８年度以降は中核機能とかそういった新たな取組もさせていただくように協議をして

いるところでございます。実際総社市内の事業所の中心となりまして、そういった療育を必要とさ

れる方の中心はもちろんですけれども、事業所の中心ともなりまして、今後新たに進めていければ

と考えておるところでございますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 他に質疑はございませんか。 

 萱野委員。 

○萱野哲也委員 若干ここも大きな問題というか大きな話になるんですけれども、そもそもこうし

た運営、今回の指定管理で５年ですよって、さっきも指定管理の話もなりましたけど、結局ずっと

変わらずこの法人がやる形になってるじゃないですか、公募なくして。というように、結局はもう

ここにしてもらわないといけないというか、ここありきでやっているわけでしょう、実態として

は。 

 じゃあ言うように、中央保育所の件のように５年の指定管理で公募をかけて、ここの園をやって

くださいよってなったときに、それはでも困りますわね。さっきから言う５年を継続して、特にこ

うした保育の事業が法人が変わって先生が変わる、やり方が変わるというようなことになったら、

やっぱし大変ですわね。だからやっぱり結果としてこの社会福祉法人総社市社会福祉事業団、ここ

事業団体というところへ出してる、出してるというかやってもらってるというか、総社市の代表が

副市長が兼務をするようになってますんで、結局は総社市の外部団体というか子会社がここをやる

仕組みになってるということで、これがいいとか悪いとかじゃなくて、これってずっと５年先も５

年後も５年後もこうやって指定管理で更新更新ってしていかないといけないもんなんでしょうか、

制度的なものとして。 

 これもやっぱり考えないと、結局はもうここにやってもらわないと今言うように困るし、ほんで

また５年５年で指定管理で指定管理でって。もともとはこれは総社市、歴史をちょっと僕も誤解が

あったらいけませんけれども、間違ってたら、たしか最初は公設でしたよね、だったと思うんで

す。公がやってて総社市がやってたのがこういう形になったように記憶はしてて、でもこれがまた

５年５年で、この指定管理の在り方そのもの、この総社はばたき園の在り方そのものというのもど

ういうふうな考えなんでしょう。 

 今回、いいですよ、指定管理、反対するもんではないんですけど、また５年後にこういうふうに

なって。でも、結局変わんないんじゃないですか。変えるってなったら大変大ごとじゃないです

か、保護者も先生が変わると、運営者が変わると。おいおいおいといって。ほいでうまくいくのか

って問題になったときに、またこれ５年後もやるという。この仕組み自体がどうなのかなという疑

問があって。そのあたりをどういうふうな認識を持たれてるんでしょうか、この指定管理につい

て。今回総社はばたき園に限っての話ですけど、いかがでしょう。 
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○山名正晃委員長 こども夢づくり課長。 

○大西隆之こども夢づくり課長 萱野委員の質問にお答えしたいと思います。 

 こちらの総社はばたき園につきましては、やはり本当長期継続的な信頼関係、ここがもう一番重

要と考えておるところでございます。療育を約５年間、この総社はばたき園で利用されてる方々に

対しまして、やはり一人一人に対してきめ細やかに対応していきたい、そういったところがござい

まして、ここで急遽法人が変わるという形になれば、やはりその環境の変化、一番療育を利用され

てるお子様がその環境の変化にすごいシビアになってるところは、保護者も含めてなんですけれど

も、ございますので、そのあたり環境の変化をいかに少なくした上で５年間の指定管理です、その

更新というところも含めながら今後考えていく必要があるのかなというところも今認識させていた

だきました。どうもありがとうございます。 

 以上です。 

○山名正晃委員長 萱野委員。 

○萱野哲也委員 まず、今言うように環境の変化がということで、ほんなら５年後も同じ答弁にな

るんですか。環境の変化があるから、また５年後も指定管理でお願いしますという答弁に多分なる

と思います、５年後も。だから、どっかでこの制度そのものというか、これでいいんだって思うん

であれば、５年５年でずっと総社市の団体にやってもらえばいいんですけど、何かちょっと違和感

感じる、この指定管理制度そのもの、特にこういった事業。今回課長言われたとおり、またこれを

どこかで見直さなければ、見直す必要がなければないんだという研究されて、それでいいんですけ

ど、また５年後もこういう質問が出たときに、いやもう継続なって、同じ答弁になると思うんです

けど、そのあたりを再度質問をさせてください。 

○山名正晃委員長 こども夢づくり課長。 

○大西隆之こども夢づくり課長 萱野委員の再度の御質問にお答えしたいと思います。 

 現在考えておりますのが、この５年更新の指定管理というところでございます。確かに萱野委員

がおっしゃられるとおり、そういった新しい風ではないですけれども、そういった新たな取組、事

業者の考え、そういった持ってるところがもしも今後そういった声を聞きますと、そういった声に

はこちらのほうも対応させていただきながら、５年間の指定管理も含めましてどういった形で進め

ていくのがいいのか、療育自体の今後の在り方も含めまして検討のほうはさせていただきたいと考

えておるところでございます。 

 以上です。 

○山名正晃委員長 教育部長。 

○江口真弓教育部長 少し補足をさせていただきますと、今萱野委員からの御意見を承りまして、

他の自治体とかはこの指定管理期間につきましては５年に限らず、こういった割と特定の事業者に

限られるような施設については５年に限らず10年とか20年、そういった長い期間で指定管理してい

るところもございますので、そういったところもちょっと参考に、５年ということをありきの形で
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はなく、検討の一つとして今後考えさせていただければと思います。 

○山名正晃委員長 萱野委員。 

○萱野哲也委員 分かりました。中央保育所はまさにそのとおりで、画期的というか、ああいうふ

うな形になったんで、こういったところもそういうふうなこともよく研究をしていただいて運営

に、保護者もそうですし職員の皆さんも安定的に働く環境づくりをしていただきたいと思います。 

○山名正晃委員長 他に質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 よろしいでしょうか、私から。 

 すみません、この児童発達支援センターのことに関してなんですが、とても大切な施設だという

ことはとても重々認識しておるところです。その選定理由の中にあります、先ほど課長の発言にも

ありました中核機能というのが、もうここには令和６年４月からは中核機能を有するということが

義務化されているというところもあります。その中の今この児童発達支援センターの中核機能、大

きく四つあると思うんですけども、そういった計画、ここの中にも計画をしているってあります

が、その具体的な内容というのはもう考えは示されているのでしょうか。 

 こども夢づくり課長。 

○大西隆之こども夢づくり課長 山名委員長の御質問にお答えしたいと思います。 

 令和６年度から法施行にはなっております。実際今総社はばたき園のほうもそういった中核機能

的な業務を実施してる部分は当然ございます。ただ、それがちょっと表にそこまで現れていない状

況にもなっておりますので、そこをＰＲしながら令和８年度以降はさらにそこの中核的機能の部分

を拡充いたしまして取り組んでいきたいと考えております。 

 その四つの機能につきましてですが、まず一つ目が、「幅広い高度な専門性に基づいた発達支

援・家族支援機能」といったものがございまして、こちらにつきましては医療的ケアの受入れであ

るとか誰でも通園制度、こういったものも令和８年度以降想定している部分もございますので、こ

ういったところの取組を今後検討していけたらいいかなと考えておるところでございます。 

 二つ目としましては、「地域のインクルージョンの推進」というものもございます。こちらは、

４歳児発達支援の同行でありましたり総合検診・総社ペック、こういった、現在もさせていただい

てるんですけれども、そういったものを相談窓口というところを中心になりながら実施のほうを拡

充していきたいと考えているところも想定しているところでございます。 

 三つ目としまして、「地域の障害児通所支援事業に対するスーパーバイザーコンサルタント機

能」です。こういったものも今現在実施しているところも正直ございまして、こういったものを今

後さらに各事業所との連携、人事交流、こういったところも図りながら進めていけたらと考えてお

るところでございます。 

 最後、四つ目といたしましては、「地域の発達支援に関する入口としての相談」というところも

ございます。今現在も実施しておりますけれども、相談支援の窓口、また地域子育て支援センター
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出張の相談窓口、こういったところの各関係機関に出向きまして研修の実施であるとか相談の窓

口、そういったものを今後考えて実施のほうをしていきたいと、連携を図りながら取り組んでいき

たいと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 ありがとうございました。 

 他に質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 では、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、本件を採決いたします。 

 本件は可決すべきであると決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は可決すべきであると決定されました。 

 しばらく休憩をいたします。約10分間。 

休憩 午朝11時12分 

再開 午朝11時20分 

○山名正晃委員長 では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、議案第92号 令和７年度総社市一般会計補正予算（第７号）のうち本委員会の所管に属す

る部分の審査に入ります。 

 では、当局の説明を求めます。 

 福祉課長。 

○小野玲子福祉課長 それでは、議案第92号 令和７年度総社市一般会計補正予算（第７号）につ

きまして、本委員会の所管に属するものについて御説明申し上げます。 

 便宜歳出から御説明申し上げますので、予算書の12、13ページをお開きください。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、第16目諸費、第22節償還金、利子及び割引料9,418万円の増

額は、過年度に実施した事業の実績額の確定に伴い、収入済みの国、県の負担金等を返還するもの

でございます。主なものとしましては、生活保護費、障がい者医療費などでございます。 

 次、第17目マラソン振興費、第18節負担金、補助及び交付金の増額は、総社市と包括連携協定を

締結しております明治安田生命保険相互会社様から私の地元応援募金として総社市に寄附の申出が

ありました82万2,000円をそうじゃ吉備路マラソンの大会経費として活用しようとするものでござ
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います。 

 次に、第３款民生費、第１項社会福祉費、第５目障害福祉費の１億1,000万円の増額は、障害者

総合支援法に基づく地域生活支援事業及び自立支援給付に係る経費で、第12節委託料2,000万円は

日中一時支援事業の利用者の増加によるもの、第19節扶助費9,000万円は障がい福祉サービス給付

費の利用の増加により予算に不足が生じる見込みであるため増額するものでございます。 

 続きまして、同款、第２項児童福祉費、第１目児童福祉総務費、第12節委託料15万円につきまし

ては、子育て世帯訪問支援事業委託料につきまして利用者が当初の見込みよりも多いことから、委

託料に不足が見込まれるため増額しようとするものでございます。 

 次に、第４款衛生費、第１項保健衛生費、第１目保健衛生総務費、第12節委託料70万円につきま

しては、産後ケア事業委託料について利用者が当初の見込みより多いことから、委託料に不足が見

込まれるため増額しようとするものでございます。 

 第２目予防費、第12節委託料610万円の増額につきましては、がん検診及び後期高齢者健診にお

ける個別健診の受診者増加による委託料の不足が見込まれることから増額しようとするものでござ

います。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 財政課長。 

○岡 真里財政課長 次に、歳入について御説明いたしますので、10ページ、11ページにお戻りく

ださい。 

 第15款国庫支出金、第１項国庫負担金、第３目民生費国庫負担金及び同款、第２項国庫補助金、

第３目民生費国庫補助金、一つ飛びまして、第16款県支出金、第１項県負担金及び同款、第２項県

補助金、第３目民生費県補助金につきましては、歳出の項で御説明いたしました事業の国、県から

の支出金でございます。 

 戻りまして、第15款国庫支出金、第２項国庫補助金、第４目衛生費国庫補助金につきましては、

マイナンバー情報連携体制整備に伴うシステム改修費の国からの補助額の確定分でございます。 

 第18款寄附金、第１項寄附金、第２目総務費寄附金につきましては、歳出で御説明いたしました

吉備路マラソン実行委員会への御寄附でございます。 

 第21款諸収入、第５項雑入、第４目雑入、第４節雑入のうち、説明欄一つ目、子どものための教

育保育給付費負担金過年度追加交付分及び説明欄の最後、その他雑入464万4,000円のうち増減がご

ざいまして、469万円が本委員会の所管に属するもので、過年度の負担金等の確定による追加交付

分でございます。 

 続きまして、第２条債務負担行為の補正について御説明いたしますので、４ページ、５ページに

お戻りください。 

 第２表１、債務負担行為補正（追加）は、全て本委員会の所管に属するもので、一つ目の義務教

育学校スクールバス運行委託は、令和８年度のスクールバス運行委託に当たり今年度中に委託契約
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を締結する必要があるため、期間を令和７年度から令和８年度まで、限度額を1,500万円とし、債

務負担行為を設定するもの。二つ目の学校給食用賄材料経費につきましても、令和８年度の賄い材

料の一部を調達するために今年度中に契約を締結する必要があることから、期間を令和７年度から

令和８年度まで、限度額を１億8,500万円とし、債務負担行為を設定するものでございます。 

 第２表２、債務負担行為補正（変更）につきましても、全て本委員会の所管に属するもので、水

辺の楽校管理運営委託及びきよね夢てらす管理運営委託につきまして、新たに指定管理委託契約を

締結するために、人件費等の見直しにより委託料を増額し、限度額をそれぞれ記載の額に変更しよ

うとするものでございます。なお、期間に変更はございません。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 これより、質疑に入ります。 

 この際、私より申し上げます。 

 予算調書を活用しての質疑は、まず調書のページ数を言っていただき、調書に記載してある款、

項、目、事業名を言った後、主要な事務事業の概要の内容を限定してから質疑に入っていただくよ

うお願いします。 

 では、質疑はありませんか。 

 山田委員。 

○山田雅徳委員 予算書12、13ページで、調書が12、13ページ、第３款民生費、第１項社会福祉

費、第５目障害福祉費、事業名が障害者地域生活支援事業並びに隣のページの障害者自立支援福祉

サービス給付事業について、補正理由ということでそれぞれ利用者及び利用時間の増加に伴いとい

うふうに書いていらっしゃいます。前年度の決算を見ると、日中一時支援の部分は延べ利用回数が

２万8,055回、実利用者486人ということで、九千七百五十何万円でありました。今回執行見込みの

部分は前年度よりもかなり多くなっているのじゃないのかなということが見てとれます。そのあた

りどれぐらいの何人、何時間なのか何件なのかという、その単位は分からないんですけども、どれ

ぐらい増えているのかというのをそれぞれ日中一時支援と障害者福祉サービスの部分、少し詳細を

教えていただければと思います。 

○山名正晃委員長 福祉課長。 

○小野玲子福祉課長 山田委員の御質問にお答えいたします。 

 まず、日中一時のほうでございますけれども、令和５年度のほうですが年間480人、それから令

和６年度については４月から３月までです、488人、令和７年度、これは４月から10月までで既に

516人というふうな支給決定になっております。 

 それから、サービス費のほうでございますが、令和４年度のほうが件数にいたしまして１万

2,198件、令和５年度が１万2,960件、令和６年度１万3,404件となっております。今回の令和７年

度は、現在の件数、少しお時間いただけたらと思います。申し訳ございません。 

○山名正晃委員長 山田委員。 
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○山田雅徳委員 分かりました。ありがとうございます。どちらも年々かなり増加傾向にあるんだ

ろうなというのは今の報告の中で見てとれました。令和６年度決算のほうに特に障害福祉サービス

給付金のほうにも備考欄には年々増加し財政負担が増加しているというふうにも書いていらっしゃ

ることからも、年々増加しているんだろうなということは見てとれるんですけども、これ主な要因

としてどういったことが考えられるんでしょうか。それは今回補正でそれぞれ2,000万円、9,000万

円と額が大きいもんですから、今後の見込み、見通しというのがどういった感じになっていくのか

というのを教えてください。 

○山名正晃委員長 福祉課長。 

○小野玲子福祉課長 サービス給付費の増えている要因でございますけれども、地域で暮らしてい

る障がい者の数が増加しております。それから、日中活動の場へつながって、グループホームの利

用ですとか障がい者の方の人口も増えてはおりますし、利用者の数も増えていて、要は施設の中よ

りも地域で暮らしていけるというような生活の動きがあるので、年々増えていっております。 

 それで、先ほどの令和７年度９月末までで7,799件となっております。 

 以上です。 

○山名正晃委員長 他に質疑はありませんか。 

 山田委員。 

○山田雅徳委員 民生費のほうは終わったので、衛生費のほうでお尋ねをしようと思います。 

 予算書12、13ページです。調書がまとめて行きますんで16、17ページです。それぞれ行こうか。 

 16ページのほう、第４款衛生費、第１項保健衛生費、第２目予防費、健康診査事業です。がん検

診の増加による委託料の不足ということであります。これも、決算から考えると当初予算からまた

今回増やすという、前年度よりも多く数が見込めると思うんですけども、これはどういう状況なの

か、受診の増加の状況というのを教えてください。 

○山名正晃委員長 健康増進課長。 

○荒木久典健康増進課長 山田委員の御質問にお答えさせていただきます。 

 がん検診の受診の状況ですが、がん検診の受診者数につきましては令和５年度と比較して令和６

年度は、どの検診項目とも受診者が増えておる状況がございます。また、令和７年度、今年度につ

きましては、その中でも医療機関での検診者数が約２割程度増加しているというような状況がござ

いまして、今回補正をしておるところでございます。 

 また、集団検診のほうは幾分１割程度減少ということで、差引きとしてもやや増加するため、補

正予算のほうを計上させていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 山田委員。 

○山田雅徳委員 分かりました。集団とあと個別のそれぞれ足しても全体的には検診受診者の数が

増えているという、そういった理解をいたしました。 
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 以前の決算の部分にも課題として市民が受診しやすい検診体制の整備、これが課題なんだという

ことでありますので、今回の補正を打って検診者が増えたというのは、これは考え方としてはそう

いった部分の取組ができているという、そういうふうに評価をすると受け止めてよろしいでしょう

か。 

○山名正晃委員長 健康増進課長。 

○荒木久典健康増進課長 山田委員の再度の御質問にお答えさせていただきます。 

 確かにネットでの予約を以前から始めるとか、市民の方の利用しやすい形、予約形式を行ってお

ります。また、個別検診につきましては体制が充実して、市民の選択肢がより広がり、御自身の御

都合日程、また受けたい検診科目に応じて選択できるような形で受診者のほうが伸びていっている

状況であると考えております。 

 以上です。 

○山名正晃委員長 山田委員。 

○山田雅徳委員 分かりました。ありがとうございます。 

 続けて、調書の17ページ、第４款衛生費、第１項保健衛生費、第２目予防費、後期高齢者健康診

査事業で、これも委託料であります。同じことをお尋ねをいたします。 

 受診者が増加ということですので、その状況をお聞かせいただきたいのと、こちらも決算の中で

は受診者を増やすというのが課題であるということでありますので、そこの状況も含めてお知らせ

ください。 

○山名正晃委員長 健康増進課長。 

○荒木久典健康増進課長 山田委員の御質問にお答えさせていただきます。 

 後期高齢者健診の受診者数につきましては、令和４年度以降、令和５年度、令和６年度、個別健

診においても増加、集団健診においても増加している状況がございます。特に個別健診のほうの増

加が大きな状況でございまして、各市内の医療機関のそうした体制の充実がそういった受診者の増

加につながっているものと考えております。 

 以上です。 

○山名正晃委員長 山田委員。 

○山田雅徳委員 お答えをいただきました。どういうふうに判断をしていいのかというのをお聞き

したいんですけども、これはいわゆる該当する方ですよね、後期高齢者と言われる方の受診の数が

上がっているということであります。これは、いわゆる後期高齢者とされる方の人口自体が上がっ

てっているから受診の数が増えていると考えているのか、それとも受診率が上がっているというふ

うに考えていいのか、そのあたりは担当課としてどのように捉えていらっしゃいますか。 

○山名正晃委員長 健康増進課長。 

○荒木久典健康増進課長 再度の御質問にお答えさせていただきます。 

 受診率につきましても、市で把握している状況では毎年度僅かずつではございますが上昇してい
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るものと判断しております。また、特に受診率に影響をするほかの項目として、人間ドックでの費

用給付というのがございまして、こちら人間ドックを75歳の高齢者の方で受けられた方で、その給

付申請をしていただいた方についてもその健診項目を当然踏まえておればその受診者数にカウント

するというような算定を行っておりますので、その人間ドックの費用給付の方についても増えてお

りますので、トータルとして人数が増えております。 

 先ほどおっしゃられた高齢者人口につきましても、確かに毎年度幾らかずつ令和４年度から令和

５年度、令和６年度にかけて500人ずつ増加しているような状況もございますが、そうした状況を

踏まえても市で把握しているその率的にも上がっているということで、受診者、それぞれ啓発普及

等今後とも一生懸命取り組んでまいりますが、進んでいっているというような状況であると把握し

ております。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 村木委員。 

○村木理英委員 すみません、民生費に戻りますが、予算書12、13ページ、調書が14ページ、第３

款民生費、第２項児童福祉費、第１目児童福祉総務費、児童虐待防止事業についてなんですけど

も、これは当初の見込みよりも利用者が増加したとありますが、当初の利用者の見込み数と現在の

利用者数はどうか。また、要支援の世帯というのは具体的にどういった世帯が最近増えてきている

のであるとか、またこれらの世帯で実際虐待の疑いがあった場合、どういう対応をしているか、お

答えください。 

○山名正晃委員長 こども課長。 

○木田美和こども課長 村木委員の御質問にお答えいたします。 

 当初予算のときには３箇月、６人、11時間掛ける1,000円の19万8,000円、いわゆる20万円を当初

予算として計上しておりましたが、今年度実際利用した方につきましては、実世帯は３件なんです

けれども、延べで102回、延べ時間数203時間ということで、当初の予算を超えているということで

現状になりましたので、補正予算を計上したものでございます。 

 要支援世帯とはというところでございますけれども、育児不安や心身の不調等のため育児や家事

を行うことが困難な世帯の方が要支援世帯として該当されまして、虐待のリスク等の高まりを未然

に防ぐことをこの子育て世帯訪問支援事業は想定しておりますので、実際今年度対象になられた方

も虐待疑いのあるということを見込んでおりましてのこの訪問事業の介入ということでさせていた

だいております。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 村木委員。 

○村木理英委員 これ非常に難しい問題だと思います。それで、疑いがあった段階でどのような対

応ができるかという、担当される方の質というか、その辺を非常にケアしていかなきゃいけないも

んだと思いますんで、その辺十分丁寧にやっていただきたいと思います。 
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 以上です。 

○山名正晃委員長 こども課長。 

○木田美和こども課長 ありがとうございます。非常にこの虐待リスク等の高まりを未然に防ぐと

いうことで、昨今妊娠期からの伴走型支援を行っておりますけれども、非常にハイリスクな妊婦さ

ん、その後の出産、産後も今後虐待リスクの高い産婦という方が増えてきている現状があります。

こども課の保健師、それから訪問従事者でお願いしております保健師、助産師との研修を年２回行

っておりますけれども、こちらについても非常に対象者ケース一人一人の寄り添った伴走型支援を

徹底していくということ、虐待を早期に見つけ、もし虐待該当という場合にはほかの手だてをして

いくということを念頭に入れてやっております。ありがとうございます。 

○山名正晃委員長 他に質疑はありませんか。 

 山田委員。 

○山田雅徳委員 すみません、先ほど村木委員の質問に関連してお尋ねをいたします。 

 調書14ページ、第３款民生費、第２項児童福祉費、第１目児童福祉総務費、児童虐待防止事業と

いうことで、先ほど答弁の中で実態というか３世帯、102回というふうにお答えあったと思いま

す。これ令和６年度の調書になると、令和６年度調書は４世帯で延べ83回というふうに書いてあり

ました。非常にデリケートな話なので、答弁差し控えるということであればそれで構わないんです

けども、これ同じ世帯が続けて起きているのか、それとも全然違う、また新たな世帯なのかという

のが分かれば、分かる範囲でお答えができる範囲で結構ですので、教えてください。 

○山名正晃委員長 こども課長。 

○木田美和こども課長 山田委員の御質問にお答えいたします。 

 今年度、実件数でいいますと３件ありますけれども、新規の方もいらっしゃれば継続の方もいら

っしゃるということになります。実世帯でいえば３件であるんですけれども、こちらにつきまして

この子育て世帯訪問支援事業が単なる家事、育児の手伝いという一時的な負担解消というものでは

なくって、家事、子育て支援を通してやはり支援対象者の家族機能、それから養育環境を整えると

いうことを念頭に目的としてやっております。ワンクール３箇月で目標を立ててというふうにケー

スをしてるんですけれども、やはり少しずつは変化し改善していっているんですけれども、今年度

の３ケースにつきましては６箇月のスパンで行ったことによって予算のほうが足りなくなってしま

ったという現状があります。 

 ですが、この事業につきましては親子等に寄り添ってサポートをする支援、それが一方的な家事

援助、それから育児援助ではなくって、保護者の状況、心情を理解してその養育環境、家族機能を

整えるということをやっておりますので、こちらのほうは虐待を未然に防ぐ、それから産後鬱、産

後の自殺というものを未然に防ぐという意味で大変重要な事業というふうに捉えております。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 他に質疑はありませんか。 
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 村木委員。 

○村木理英委員 予算書12から13ページ、調書15ページの第４款衛生費、第１項保健衛生費、第１

目保健衛生総務費、産後支援事業について、これも当初の見込みより利用者が増えていると、増加

しているとあります。当初の利用見込み者数と現在の利用者数をまずお答えいただきたい。 

 それから、宿泊型、日帰りケア型、訪問型、それぞれありますけども、実施主体はどこなのか、

どこでやられてるのか、取りあえずその２点まずお願いします。 

○山名正晃委員長 こども課長。 

○木田美和こども課長 村木委員の御質問にお答えいたします。 

 当初の予算でありましたら、委託料としまして114万4,750円を計上しておったところです。こち

らについては前年度、令和６年度もかなり利用者のほうが増加しておりまして、申請数55件うち決

算額115万9,250円でございました。今年度の利用については、今年度ショートステイの市の助成の

ほうを１万4,500円から１万7,000円に増額をしたことによりまして、非常に敷居が下がったといい

ますか、それから産婦人科等からも産後ケア事業を利用するようなお声がけといいますか、そうい

ったものもありまして、９月末の時点で申請件数41件で執行額が105万7,000円になってしまったと

いうところもありますので、今回補正予算を計上したものでございます。 

 実際ショートステイにつきましては、現在26機関の医療機関、産婦人科、助産院、助産所と総社

市は委託契約をしております。当初は９箇所だったんですが、現在は26機関ということです。９月

末までの利用につきましても、やはりショートステイが一番多く、次いで通所型、それから訪問型

というところの利用が、一番多くは短期入所型のショートステイが93万5,000円、９月末時点で助

成をしたという現状でございます。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 村木委員。 

○村木理英委員 この産後ケアの問題というのは、これからどんどん増えてくるんじゃないかなと

私は思うんですけども、結局里帰りができないであるとか実家との折り合いがよくないとか、そう

いうケースが今後の事業の増えてくる一番の要因じゃないかなと、そのように考えるんですけど

も、このケアを受ける時期、この時期がいつの日か終わるわけですよね。終わった後にこれどうす

るのか、どうなっていくのかというのが非常に気になるんですけど、そのあたり市として何かお考

えがありますか。 

○山名正晃委員長 こども課長。 

○木田美和こども課長 村木委員の再度の御質問にお答えいたします。 

 この産後ケア事業といいますのは、出産後１年以内ということが母子保健法に規定されておりま

す。当初最初のうちは産後４箇月というところだったんですけれども、やはり低出生体重児とか産

後鬱も４箇月を超えて発症するということがありまして、１年以内ということになったわけでござ

います。一番多いのはやはり産後の休養目的でというところで、産後１箇月の方もいらっしゃいま
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すし２箇月、３箇月の方もいらっしゃるんですけれども、低出生体重児の方はやはり離乳食を２人

分といったところで、産後の６箇月以降から利用される方もいらっしゃいます。それはもう家族の

サポートがどれだけあるかによるんですけれども、委員おっしゃられたように１年未満で終わって

しまいますので、それ以降についてはファミリーサポートセンター事業のほうをお勧めしたりです

とか、それから少しつどいの広場に参加してみて、双子ちゃんタイムという先輩の双子ちゃんパ

パ、ママがおられる情報交換の場に行っていただくとか、または兄弟児がいる場合には一時預かり

を利用してみるというふうなことも紹介しております。 

 以上でございます。 

○山名正晃委員長 村木委員。 

○村木理英委員 答弁を伺った上でも大変なことなんだろうなということは安易に察せられるわけ

です。結局、９施設から26施設まで協力の施設が増えているということは非常に総社市にとっては

ありがたいことですし、そのことに十分の感謝を申し上げたいし、さらに密な連携を取っていただ

いて、産後ケアができるようによろしくお願いしたいと思います。 

 終わります。 

○山名正晃委員長 他に質疑はありませんか。 

 萱野委員。 

○萱野哲也委員 全体を通じてのことになるんです、予算のことで。ありがとうございました、い

ろんな説明。うちに、文教福祉委員会に係る部分でありがとうございます。 

 今の説明は、各課長が答えてくださった部分も信じていいんでしょうか、間違いないんでしょう

か。これ今言ったのは、今どうですかって聞いたのは、僕たちはそこで資料も見れなければ、根拠

も分からないんです、実態も。部長や課長が言われることを信じてマルにするかバツにするかなん

ですよ。今回のそうじゃ地食べ公社の問題も信じてたんですよ。そちらの虚偽ではない、誤解があ

った、だから私たちは信じてるんです、皆さんのことを。それでマルかバツにしてるんで。それで

結果こういうことになって、議会としては執行機関に対する監視機能が十分果たされてなかったこ

とを反省しと提言書にも書いてて、僕はそうは思ってなくて、思ってないです。皆さんが言ったこ

とを信じてマルかバツにしてるんで、そこは信じていいんでしょうか。 

 今信頼関係という部分で、ここってものすごく議会との信頼関係において重要なことだと思って

て、今回文教福祉委員会のことだけなので、今の皆さんが説明してくださった予算の内容調書に基

づいたものというのは信じていいんでしょうか。 

○山名正晃委員長 私より申し上げます。 

 先ほどの萱野委員の質疑の内容ですが、今予算調書というものもあります。今回補正予算の調書

もあります。ここに書かれていることの情報、今これが出ているものであり、質疑を通じて今お話

が出てます。前回決算のときに、我々附帯決議をつけているところで、しっかりと説明をしていた

だくということも附帯決議をしていると思います。なので、それは全て信じて、信じるというか、
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私委員長判断で信じるということはないんですけども、これが全部の説明があった上での今の協議

ですので、今の質疑に関しては今この場ではふさわしくないのかなというふうに私は判断いたしま

す。 

（「結構です」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 改めて他に質疑はありませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 これをもって、質疑を終結いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、本件のうち本委員会の所管に属する部分を採決いたします。 

 本件のうち本委員会の所管に属する部分は可決すべきであると決することに御異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本件のうち本委員会の所管に属する部分は可決すべきであると決定されました。 

 この際、お諮りいたします。 

 委員会審査報告書の作成並びに委員長報告につきましては委員長に御一任願えますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山名正晃委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、一任と決定いたしました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、本委員会を閉会いたします。 

閉会 午前11時58分 

 

総社市議会委員会条例第30条第１項の規定により、ここに押印する。 

 

文教福祉委員会委員長 山名 正晃 

 


